
 

― １ ― 

問題 

１ 
 

 
別表四（処分欄あり）、別表一の作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

計算の過程⑴                                            (単位：円) 

【株主の状況に関する事項】 

 

【租税公課に関する事項】 

 



 

 

― ２ ― 

計算の過程⑵                                            (単位：円) 

【交換に関する事項】 

 

【減価償却に関する事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く）



 

 

― ３ ― 

計算の過程⑶                                            (単位：円) 

(前ページより) 

 

 

【特別償却準備金に関する事項】 

 



 

 

― ４ ― 

計算の過程⑷                                            (単位：円) 

【役員給与に関する事項】 

Ｃに支給した給与に関する法人税法上の考え方について、簡潔に述べたうえで、損金不算入とされる給与の額を求めなさい。

【交際費等に関する事項】 

 



 

 

― ５ ― 

計算の過程⑸                                            (単位：円) 

【寄附金に関する事項】 

 



 

 

― ６ ― 

計算の過程⑹                                            (単位：円) 

【内国法人からの配当等に関する事項】 

 



 

 

― ７ ― 

計算の過程⑺                                            (単位：円) 

【控除税額に関する事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外国法人からの配当等に関する事項】 

 



 

 

― ８ ― 

所得金額の計算⑴                                          (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

 当 期純利 益 

加

算 

 

 加 算 小 計 



 

 

― ９ ― 

所得金額の計算⑵                                          (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

減

算 

 

 減 算 小 計 

 仮    計 

  

 合 計 ・ 差引計 ・ 総 計 

  

 所 得 金 額 
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法人税額の計算                                           (単位：円) 

内   容 金   額 法人税額の計算又は検討過程 

所 得 金 額 

【法人税額の計算】 

   

 

 

 

 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留 保 金 に 対 す る 税 額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 
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問題 

２ 
 

 
別表四（留保欄あり）・別表一の作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

    表 １ 

法人名 甲 株式会社     

 
 
 

平成2 6年４月１日
 

平成27年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区     分 金   額 計 算 過 程 

所 得 金 額 000
［試験研究費の特別控除］ 

  

中
小
法
人
等
の
場
合 

同
上
の
内
訳 

① 

② 

税 

額 

①×(   )％ 

②×(   )％ 

その他の 

法人の場合 

所得金額 

 ×(   )％ 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留
保
金 

課 税 留 保 金 額 

同上に対する税額 
［控除外国税額］ 

 

法 人 税 額 計 

控 除 所 得 税 額 

控 除 外 国 税 額 

差引所得に対する法人税額 00

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 
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     表 ２ 

特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 

当 
 

期 
 

留 
 

保 
 

金 
 

額 

 

 

 当期留保金額 
円

留 
 

保 
 

控 
 

除 
 

額 

(所得基準額) 

 

(定額基準額) 

 

(積立金基準額) 

 

 留保控除額  
円

課 税 留 保 金 額 
円

 

留

保

金

額

に

対

す

る

税

額 

 

 

 税額 
円



 

― 13 ― 

 

     表 ３ 
 

所得の金額の計算に関する明細書(その１)                     (計算過程は別紙に記入すること) 

 (単位：円) 

区             分 総    額 留    保 

    当期利益又は当期欠損の額   

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

小      計   
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     表 ３ 
 

所得の金額の計算に関する明細書(その２)                 (計算過程は別紙に記入すること) 

 (単位：円) 

区             分 総    額 留    保 

減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

小      計   

仮        計   

   

   

   

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計   

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額   



 

― 15 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

［租税公課等に関する事項］ 

 

［買換えに関する事項］ 
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     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

［減価償却資産に関する事項］ 
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     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

［貸倒引当金に関する事項］ 

 

［有価証券に関する事項］ 

 

 

 



 

― 18 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 

［受取配当等に関する事項］（受取配当等の益金不算入額の計算） 

 

［受取配当等に関する事項］（法人税額控除所得税額の計算） 

 

  
 



 

― 19 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その５） 

［受取配当等に関する事項］（外国子会社） 

 

［その他の事項］ 

 

 



 

― 20 ― 

問題 

３ 
 

 
別表四（処分欄あり）・別表一の作成 

得点記入欄 

 

／50点

 
    表 １ 

法人名 甲 株式会社     

 

 
 
 

平成2 6年４月１日
 

平成2 7年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区     分 金   額 計 算 過 程 

所 得 金 額 000
※ 試験研究費の特別控除額の計算は、下の所定の欄で行うこと。 

［法人税額］ 

 

 

［控除税額］ 

 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 00

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 

［試験研究費の特別控除額］ 

 

 

  

   



 

― 21 ― 

 

     表 ２ 
 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                (計算過程は別紙に記入すること) 

 (単位：円) 

区             分 総    額 留    保 社 外 流 出 

当期利益又は当期欠損の額    

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小      計    
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     表 ２ 
 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                (計算過程は別紙に記入すること) 

(単位：円) 

区             分 総    額 留    保 社 外 流 出 

減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小      計    

仮        計    

    

    

    

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計 【記 載 不 要】 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額    
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     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

［租税公課に関する事項］ 

 

［収用等に関する事項］ 

 

［減価償却費に関する事項］ 

（次ページに続く）

 



 

― 24 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

(前ページより) 

 

［貸倒引当金等に関する事項］ 

 

 



 

― 25 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

［受取配当等に関する事項］ 

 

[法人税額から控除される所得税額等] 

 

［交際費その他の営業経費に関する事項］ 

 

 

 

（次ページに続く）
 



 

― 26 ― 

 

     別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 

(前ページより) 
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問題 

４ 
 

 
別表四（合計転記あり）・別表一・別表五㈠Ⅰ、Ⅱの作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

 表 １ 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）              (計算過程は別紙に記入すること) 

(単位：円) 

区          分 総      額 左のうち社外流出 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額   

加 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

算 

減 価 償 却 等 に 関 す る 事 項 

（別紙より合計額を転記） 

 

 

  

小          計   
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 表 １ 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）             (計算過程は別紙に記入すること) 

(単位：円) 

区          分 総      額 左のうち社外流出 

減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

減 価 償 却 等 に 関 す る 事 項 

（別紙より合計額を転記） 

 

 

  

小          計   

仮            計   

   

   

   

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計   

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額   
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   表 ２ 

法人名 甲 株式会社   

 

 

 

 

平成2 6年４月１日
 

平成2 7年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区      分 金    額 計    算    過    程 

所 得 金 額 ,000
【法人税額の計算】 

 

法 人 税 額 

 

差 引 法 人 税 額  

 【控除外国税額】 

 

法 人 税 額 計 

控 除 所 得 税 額 

控 除 外 国 税 額 

差引所得に対する法人税額 00

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 

差 引 確 定 法 人 税 額  
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 表 ３ 

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書（その１） 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書                            (単位：円) 

区      分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

利 益 準 備 金 20,000,000    

別 途 積 立 金 122,380,000    

仮 払 税 金 △  60,840,000    

車 両 Ｍ 24,000    

一 括 貸 倒 引 当 金 240,961    

売 上 戻 し 預 り 金 2,800,000    
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 表 ３ 

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書（その２） 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書（続き）                        (単位：円) 

区      分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

     

     

     

繰 延 税 金 資 産     

繰 延 税 金 負 債     

繰 越 損 益 金     

納 税 充 当 金     

未 

納 

法 

人 

税 

等 

未 納 法 人 税  

中間  

 

確定  

未 納 住 民 税 

中間  

 

確定 △2,498,600 

差 引 合 計 額     

 

 

Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書                            (単位：円) 

区      分 
期 首 現 在 
資 本 金 等 の 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
資 本 金 等 の 額 減 増 

資 本 金 又 は 出 資 金 90,000,000    

資 本 準 備 金 20,000,000    

     

     

差 引 合 計 額 110,000,000    
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

【役員給与等に関する事項】 

［同族会社・役員等の判定］ 

 

［役員給与・使用人給与］ 

 

【収用等に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

【減価償却等に関する事項】 

 

（次ページに続く）
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

(前ページより続き) 

 

 

区     分 加    算 減    算 

建 物 Ｊ 

機 械 Ｋ 

機 械 Ｌ 

特別償却準備金 

車 両 Ｍ 

備 品 ⒜ 

備 品 ⒝ 

器 具 Ｎ 

合   計 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 

【貸倒引当金等に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その５） 

【受取配当等に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その６） 

【営業経費に関する事項】 

 

 



― 38 ― 

問題 

５ 
 

 
別表四・別表一・別表五㈠Ⅰの作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

   別表一㈠ 

法人名 甲 株式会社   
 

 
平成2 6年４月１日

 

平成2 7年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区     分 金   額 計 算 過 程 

所 得 金 額 000

【法人税額の計算】 

  

 

法 人 税 額 

法人税額の特別控除額 

差 引 法 人 税 額 

課税留保金額に対する税額 

【法人税額の特別控除額】 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 00

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 
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 別表四 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                        (単位：円) 

区              分 金        額 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額  

加

算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小              計  
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 別表四 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                        (単位：円) 

区              分 金        額 

減

算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小              計  

仮 計  

  

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計  

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額  
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 別表五㈠ 
 

利益積立金額の計算に関する明細書                            (単位：円) 

区      分 
期 首 現 在 

 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差 引 翌 期 首 現 在 
 

利 益 積 立 金 額 減 増 

利 益 準 備 金 22,500,000    

別 途 積 立 金 43,650,000    

交 換 譲 渡 建 物 116,000    

社 債 △   120,000    

     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

     

     

     

     

     

     

     

    

繰 越 損 益 金     

納 税 充 当 金     

未 

納 

法 

人 

税 

等 

未 納 法 人 税   

中間  

 

確定  

未 納 住 民 税   

中間  

△  7,590,000 

確定 △   7,590,000 

差 引 合 計 額     
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

【株主等及び役員給与等に関する事項】 

［同族会社の判定］ 

 

 

  

 

［特定同族会社の判定］ 

 

［役員判定］ 

    

 

［役員給与］ 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

【固定資産の交換に関する事項】 

  

 

【土地の譲渡に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

【減価償却等に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 

【社債に関する事項】 

 

【有価証券及び受取配当等に関する事項】 

［受取配当等］ 

  

 

［所得税額］ 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その５） 

 

【交際費等に関する事項】 

 

【その他】 
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問題 

６ 
 

 
別表四・別表一・別表五㈠Ⅰ、Ⅱの作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

   表 １ 

法人名 甲 株式会社   

 

 

 

 

平成2 6年４月１日
 

平成27年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

 (単位：円) 

区 分 金 額 計     算     過     程 

所 得 金 額 
※ 控除税額の計算については下の指定部分で行うこと。 

【法人税額の計算】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 人 税 額  

  

差 引 法 人 税 額  

  

法 人 税 額 計  

控 除 税 額  

差引所得に対する法人税額  

中間申 告分の法人税額  

納 付 す べ き 法 人 税 額  

【控除税額の計算】 
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 表 ２ 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                          (単位：円) 

区          分 総      額 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額  

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

算 

  

小          計  
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 表 ２ 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                          (単位：円) 

区          分 総      額 

減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

  

小          計  

仮            計  

  

  

  

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計  

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額  
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  表 ３ 

利益積立金額の計算に関する明細書（その１）                         (単位：円) 

区    分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差 引 翌 期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

利 益 準 備 金 100,000,000 

別 途 積 立 金 405,000,000

繰 延 消 費 税 額 等 1,800,000

Ｂ 土 地 2,700,000

圧 縮 積 立 金 
（工 場 用 建 物） 

48,000,000

圧 縮 積 立 金 認 定 損 
（工 場 用 建 物） 

△ 48,000,000

未 収 配 当 金 250,000

仮 払 金 （ 交 際 費 ） △  3,000,000

預り金（売上割戻し） 460,000

仮 払 金 （ 寄 附 金 ） △   480,000
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 表 ３ 

利益積立金額の計算に関する明細書（その２）                         (単位：円) 

区    分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差 引 翌 期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰 越 損 益 金 

納 税 充 当 金 

未
納
法
人
税
等 

未 納 法 人 税 

中間 

確定 

未 納 住 民 税 

中間 

確定 

差 引 合 計 額 

 

資本金等の額の計算に関する明細書                               (単位：円) 

区    分 
期 首 現 在 
資 本 金 等 の 額 

当  期  の  増  減 差 引 翌 期 首 現 在 
資 本 金 等 の 額 減 増 

資 本 金 又 は 出 資 金 100,000,000

資 本 準 備 金 100,000,000

 

 

差 引 合 計 額 200,000,000
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

【租税公課に関する事項】 

 

 

【土地等の譲渡に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

【減価償却等に関する事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

― 54 ― 

 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

【受取配当等に関する事項】 

【所得税額等に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 

【控除対象外国法人税額に関する事項】 

【現物分配に関する事項】 
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 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その５） 
   

【交際費等に関する事項】 

 

【寄附金に関する事項】 
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問題 

７ 
 

 
別表四（社外流出欄あり）・別表一・別表五㈠Ⅰ、Ⅱの作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

   表 １ 
  

法人名 甲 株式会社   
 

平 成 26年 ４ 月 １ 日

平 成 27年 ３ 月 31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区     分 金    額 計    算    過    程 

所 得 金 額 
[留保金課税の適用判定] 

 

 

 

 

 

同
上
の
内
訳 

① 

② 

税 
 

 

額 

①×（        ）％ 

②×（        ）％ 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留 
保 

金 
課 税 留 保 金 額 

同 上 に 対 す る 税 額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 

差 引 確 定 法 人 税 額  
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 表 ２ 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                (計算過程は別紙に記入すること) 

(単位：円) 

区        分 総      額 左のうち社外流出 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額     

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

算 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小         計     
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 表 ２ 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                (計算過程は別紙に記入すること) 

(単位：円) 

区        分 総     額 左のうち社外流出 

減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小         計    

仮 計    

    

    

   

合 計 

差 引 計 

総 計 

（記入不要） 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額    



 

― 60 ― 

 

 表 ３ 

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書（その１） 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 (単位：円)

区      分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

利 益 準 備 金 30,000,000  

別 途 積 立 金 73,500,000  

売 掛 金 3,836,000  

仮 払 寄 附 金 △    400,000  

割 引 債 90,000  

工 場 Ｌ 108,000  

特 別 償 却 準 備 金 
（機 械 Ｍ） 

2,754,000  

特 別 償 却 準 備 金 認 容 
（機 械 Ｍ） 

△   4,590,000  

仮 払 金 （ 租 税 公 課 ） △  56,889,600  
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 表 ３ 

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書（その２） 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 (単位：円)

区      分 
期 首 現 在 
利 益 積 立 金 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
利 益 積 立 金 額 減 増 

  

  

  

  

繰 延 税 金 資 産 △   3,081,240  

繰 延 税 金 負 債 2,170,800  

繰 越 損 益 金 6,875,000  

納 税 充 当 金 108,445,600  

未

納

法

人

税

等

未 納 法 人 税 等 △  34,080,000  

中間 

確定 

未 納 住 民 税 △   6,884,000  

中間 

確定 

差 引 合 計 額 121,854,560  

 

Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書 

区      分 
期 首 現 在 
資 本 金 等 の 額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 
資 本 金 等 の 額 減 増 

資 本 金 又 は 出 資 金 100,000,000  100,000,000

資 本 準 備 金  

  

  

  

差 引 合 計 額 100,000,000  
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その１） 

[納税充当金等に関する事項] 

 

[受取配当等に関する事項] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページヘ）
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その２） 

（前ページより） 
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その３） 

[有価証券の空売り取引に関する事項] 

 

[圧縮記帳に関する事項] 

（次ページヘ）
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その４） 

（前ページより） 

 

[減価償却等に関する事項] 
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その５） 

[使用人賞与等に関する事項] 

 

 

 

－平成27年４月20日支給分賞与の法人税法上の取扱い－ 

－相談役Ｒに対する半年俸の法人税法上の取扱い－ 

 



 

― 67 ― 

 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その６） 

[営業経費等に関する事項] 

（次ページへ）
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 別 紙 

所得金額の計算に関する計算過程（その７） 

（前ページより） 
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問題 

８ 
 

 
別表四（合計転記・社外流出欄あり）・別表一の作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

 別 紙 

判断の根拠、計算過程（その１） 

１ 

 

２ 
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その２） 

２ 

 

 (単位：円)

区    分 加   算 減   算 

圧

縮

記

帳 

   

   

   

合    計   

減

価

償

却 

   

   

   

   

合    計   
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その３） 

３ 
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その４） 

４  
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その５） 

４ 
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その６） 

５ 
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 別 紙 
 

判断の根拠、計算過程（その７） 

６ 
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 表 １ 
 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                       (単位：円) 

区             分 総     額 左のうち社外流出 

    当期利益又は当期欠損の額  

加 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

算 

損金の額に算入した法人税 

損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税 

損金の額に算入した道府県民税利子割額 

損金の額に算入した納税充当金 

圧縮による超過額（別紙より合計額を転記） 

減価償却の償却超過額（別紙より合計額を転記） 

交際費等の損金不算入額 

個別貸倒引当金繰入超過額 

一括貸倒引当金繰入超過額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小      計 
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 表 １ 
 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                       (単位：円) 

区             分 総     額 左のうち社外流出 

減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

減価償却超過額の当期認容額（別紙より合計額を転記）  

納税充当金から支出した事業税等の金額 

受取配当等の益金不算入額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小      計  

仮        計 

法人税額等から控除される所得税額等 

合 計 262,474,853 

差 引 計 262,474,853 

総 計 262,474,853 

所得金額又は欠損金額 262,474,853 
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   表 ２ 

法人名 甲 株式会社   
 

 
 
 

平成26年４月１日
 

平成27年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

(単位：円) 

区     分 金   額 計 算 過 程 

所 得 金 額 262,474,000

前項までに掲げられた項目以外のものに限る。 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留 保 金 に 対 す る 税 額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

 

差引所得に対する法人税額 

 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 

 

差 引 確 定 法 人 税 額 
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問題 

９ 
 

 
精算表型（株主資本等変動計算書を含む。） 

得点記入欄 

 

／50点

 

答案用紙の貸借対照表及び株主資本等変動計算書を完成させなさい。なお、貸借対照表の草案については、必要に応じ「修正金額」欄

を記入し、「草案の金額」を修正したうえで「修正後の金額」を示しなさい。 

貸 借 対 照 表⑴                                        (単位：円) 

科    目 
草 案 の 金 額 修 正 金 額 修正後の金額 

借  方 貸  方 借  方 貸  方 借  方 貸  方 

現 金 預 金 190,500,000  190,500,000

完 成 工 事 未 収 入 金 403,200,000  

そ の 他 金 銭 債 権 304,000,000  

未 成 工 事 支 出 金 1,252,800,000  

有 価 証 券 57,760,000  

  

仮 払 金 200,000  

減 価 償 却 資 産 359,500,000  

土 地 218,150,000  

繰 延 資 産  

そ の 他 諸 資 産 500,120,000  500,120,000

未 成 工 事 受 入 金 1,593,120,000  

割 引 手 形 37,500,000  

支 払 手 形 500,000  

減 価 償 却 累 計 額 147,321,500  

  

貸 倒 引 当 金 8,750,000  

未 払 法 人 税 等  

そ の 他 諸 負 債 1,091,322,900  1,091,322,900

資 本 金 100,000,000  100,000,000

自 己 株 式 △ 12,000,000  △ 12,000,000

利 益 準 備 金 20,000,000  20,000,000
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貸 借 対 照 表⑵                                         (単位：円) 

科    目 
草 案 の 金 額 修 正 金 額 修正後の金額 

借  方 貸  方 借  方 貸  方 借  方 貸  方 

特 別 償 却 準 備 金  

別 途 積 立 金 80,800,000  80,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 218,915,600  

計 3,286,230,000 3,286,230,000  

株主資本等変動計算書                                       (単位：円) 

 利  益  剰  余  金 

利益剰余金 
合   計 利益準備金 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 

当期首残高 20,000,000 ― 80,000,000 9,920,000 109,920,000 

当期変動額      

剰余金の配当    △  8,000,000 △  8,000,000 

特別償却準備金 
の積立て 

     

別途積立金 
の積立て 

  800,000 △   800,000  

当期純利益      

当期変動額合計      

当期末残高 20,000,000     

(注) すべての科目に数字が埋まるとは限らない。                          
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判断の根拠、計算過程⑴                                  (単位：円) 

［請負工事］ 

 

［完成工事未収入金及びその他金銭債権］ 
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判断の根拠、計算過程⑵                                  (単位：円) 

［貸倒引当金］ 
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判断の根拠、計算過程⑶                                  (単位：円) 

［有価証券］ 

 

［受取配当等］ 
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判断の根拠、計算過程⑷                                  (単位：円) 

［所得税額控除］ 

 

［固定資産の交換］ 
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判断の根拠、計算過程⑸                                  (単位：円) 

［減価償却等］ 

 

[租税公課] 
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判断の根拠、計算過程⑹                                  (単位：円) 

［交際費等］ 

 

［寄附金］ 

 

［その他］ 
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所得金額の計算⑴                                     (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

 当 期純利 益 

加

算 

 

 加 算 小 計 
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所得金額の計算⑵                                     (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

減

算 

 

 減 算 小 計 

 仮    計 

  

 合 計 ・差引計・総 計  

  

 所 得 金 額 
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法人税額の計算                                      (単位：円) 

内   容 金   額 法人税額の計算又は検討過程 

所 得 金 額 

[法人税額の計算] 

  

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留 保 金 に 対 す る 税 額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 

[特別税額控除] 
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問題 

10 
 

 
個別問題形式（別表五㈡） 

得点記入欄 

 

／50点

 

⑴  この合併については、適格とすることも、非適格とすることも、可能であるが、非適格とするためには、

どのようにすればよいかを答えなさい。 

【非適格合併とする方法】☆ 

被合併法人Ｄ社が合併の対価として被合併法人の株主であるＡ社に、合併法人株式であるＢ社株式以

外の資産を交付すること。 

 

⑵  適格合併による場合と非適格合併による場合における、Ｂ社の合併の受入時の税務上の仕訳を示しなさい。 

 ① 適格合併による場合 

【税務上の仕訳】☆ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

土 地 20,000,000 負 債 7,000,000

建 物 8,000,000 資 本 金 等 の 額 10,000,000

そ の 他 の 資 産 5,000,000 利 益 積 立 金 額 16,000,000

  

  

 

 ② 非適格合併による場合 

【税務上の仕訳】☆ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

土 地 31,000,000 負 債 7,000,000

建 物 7,500,000 資 本 金 等 の 額 36,500,000

そ の 他 の 資 産 5,000,000  

利 益 積 立 金 額 11,000,000 土 地 11,000,000
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⑶  適格合併による場合と非適格合併による場合における、Ｂ社が受け入れた建物の当期の償却限度額を、計算過程等を示

して答えなさい。 

 ① 適格合併による場合 

【当期の償却限度額】★ 

     30,000 円 

【計算過程】★ 

8,000,000×0.045×
１

12
＝30,000円 

 

 ② 非適格合併による場合 

【当期の償却限度額】★ 

      12,500 円 

【計算過程】★ 

7,500,000×0.020×
１

12
＝12,500円 

 

問２ グループ取引 

⑴ Ａ社における乗用車１と乗用車２の贈与につき、Ａ社における会計上の仕訳及びＣ社における仕訳をそれぞれ示しなさ

い。なお、償却費についても触れること(Ｃ社における償却方法は定額法とする。)。 

 ① Ａ社における乗用車１の贈与 

【会計上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

寄附金 3,000,000 乗用車１ 3,000,000 

    

 

 ② Ａ社における乗用車２の贈与 

【会計上の仕訳】 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

長期前払費用 2,100,000 乗用車２ 2,100,000 

広告宣伝費 43,750 長期前払費用 43,750 

【計算過程】 

⑴ 償却期間 

⑵ 償却限度額 

2,100,000×
１

４×12
＝43,750円 
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 ③ Ｃ社における乗用車１の受贈 

【会計上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

乗 用 車 １ 3,000,000 受 贈 益 3,000,000

減 価 償 却 費 41,750 乗 用 車 １ 41,750

【計算過程】★ 

償却限度額 

3,000,000×0.167×
１

12
＝41,750円 

 

 

 ④ Ｃ社の乗用車２の受贈 

【会計上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

乗 用 車 ２ 1,400,000 受 贈 益 1,400,000

減 価 償 却 費 19,483 乗 用 車 ２ 19,483

【計算過程】 

⑴ 受贈益の額 

2,100,000×
２

３
－０＝1,400,000円 ★ 

⑵ 償却限度額 

1,400,000×0.167×
１

12
＝19,483円 ★ 
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⑵ Ａ社及びＣ社における当期の「別表四 所得の金額の計算に関する明細書」及び「別表五㈠I 利益積立金額の計算

に関する明細書」を示しなさい。 

 ① Ａ 社 

【別表四 所得の金額の計算に関する明細書】★ 

区   分 総 額 留 保 社外流出 

加 

算 

    

    

減 

算 

   

    

寄附金の損金不算入額 27 3,000,000  その

他

    3,000,000

【別表五㈠ Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書】(記入なしで★) 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 

区  分 
期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 

当 期 の 増 減 差引翌期首現在

利 益 積 立 金 額 減 増 

     

     

 

 ② Ｃ 社 

【別表四 所得の金額の計算に関する明細書】★ 

区   分 総 額 留 保 社外流出 

加 

算 

    

    

減 

算 
受贈益の益金不算入額 3,000,000  ※ 3,000,000

    

   

【別表五㈠ Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書】(記入なしで★) 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 

区  分 
期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 

当 期 の 増 減 差引翌期首現在

利 益 積 立 金 額 減 増 
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問３ 雇用者増加 

雇用者増加等に関して、Ａ社が適用を受けることができる租税特別措置法上の特別控除の制度における特別控除額を、

計算過程を示しつつ算定するとともに、有利な方を選択しなさい。 

第
一
法 

特 別 控 除 額 (計算過程) 

⑴ 判 定 ★ 

① 基準雇用者数 

55－50＝５人≧５人 

② 基準雇用者割合 

５

50
＝0.1≧10％ 

③ 給与等支給額 

(イ) 給与等支給額 

224,450,000円 

(ロ) 比較給与等支給額 

201,850,000＋(201,850,000×0.1×30％)＝207,905,500円 

(ハ) (イ)≧(ロ)  ∴ 適用あり 

⑵ 特別控除額 ★ 

① 税額控除限度額 

400,000×５＝2,000,000円 

② 税額基準額 

52,377,000×10％＝5,237,700円 

③ 特別控除額 

①＜②  ∴ 2,000,000円 

★ 2,000,000円 

第
二
法 

特 別 控 除 額 (計算過程) 

⑴ 判 定 ★ 

① 雇用者給与等支給増加額 

 224,450,000－201,850,000＝22,600,000円 

② 
①

201,850,000
≧５％ 

③ 224,450,000円≧201,850,000円 

④ 
224,450,000

55人×12月
≧
201,850,000

50人×12月
 

                 ∴ 適用あり 

⑵ 特別控除額 ★ 

① 税額控除限度額 

22,600,000×10％＝2,260,000円 

② 税額基準額 

52,377,000×10％＝5,237,700円 

③ 特別控除額 

①＜②  ∴ 2,260,000 円 

★ 2,260,000円 

有利な方  第二法 ★ 
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問４ 貸倒引当金 

Ａ社における個別貸倒引当金及び一括貸倒引当金の繰入限度額を、計算過程及び理由を示しつつ、答えなさい。 

【個別貸倒引当金繰入限度額】★ 

    1,500,000 円 

【計算過程】 

破産更生債権7,000,000円のうち、4,000,000円は法律上の貸倒損失に該当し、3,000,000円は再生計画認可の決定による

長期棚上げの事由が生じているため、個別評価金銭債権に該当する。 

ゴルフ会員権は、金銭債権に該当しないため、貸倒引当金の設定はできない。★ 

繰入限度額 

(3,000,000－０）×
２

４
＝1,500,000円 

 

 

【一括貸倒引当金繰入限度額】★ 

     626,295 円 

【計算過程】 

⑴ 期末一括評価金銭債権 

23,000,000＋84,650,000＋38,000,000＝145,650,000円 ★ 

  敷金・保証金は預け金であり、一括評価金銭債権に該当しない。 

⑵ 貸倒実績率 ★ 

(3,600,000－500,000)×
12

36
 

363,700,000÷３
＝0.00852… → 0.0086（小数点以下４位未満切上） 

⑶ 繰入限度額 

  145,650,000×0.0086×
２

４
＝626,295円 
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問５  ｢法人税、住民税及び事業税｣及び租税公課 

当期の｢別表五㈡ 租税公課の納付状況等に関する明細書｣を示しなさい。 

税目及び事業年度 

期首現在 
 

未納税額 
当期発生税額

当期中の納付税額 期末現在 
 

未納税額 充当金取崩し 
による納付 

仮払経理に 
よる納付 

損金経理に 
よる納付 

① ② ③ ④ ⑤ 
①＋②－③ 
－④－⑤ 

法
人
税
及
び
復
興
特
別
法
人
税

25.4.1～26.3.31 2 ★20,000,000  20,000,000   0

当
期
分 

中 間 3  16,000,000 ★16,000,000  0

確 定 4  23,970,000    23,970,000

計 5 20,000,000 39,970,000 36,000,000  23,970,000

道
府
県
民
税 

25.4.1～26.3.31 7 1,000,000  ★ 1,000,000   0

当
期
分 

利 子 割 8    0

中 間 9  800,000 800,000  0

確 定 10  1,200,000    1,200,000

計 11 1,000,000 2,000,000 1,800,000  1,200,000

市
町
村
民
税 

25.4.1～26.3.31 13 3,000,000  3,000,000   0

当
期
分 

中 間 14  2,400,000 2,400,000  0

確 定 15  3,594,000    ★ 3,594,000

計 16 3,000,000 5,994,000 5,400,000  3,594,000

事
業
税 

25.4.1～26.3.31 18  ★ 6,500,000 6,500,000   0

当 期 中 間 分 19  5,200,000 5,200,000  0

計 20  11,700,000 11,700,000  0

そ
の
他 

損金算入のもの  4,258,400   4,258,400 0

損金不算入のもの  59,600   ★   59,600 0

納税充当金の計算 

期首納税充当金 31 30,500,000

取 
 
 

崩 
 
 

額 

そ 

の 

他 

損金算入のもの 37  

繰 

入 

額 

損金の額に算入した納税充当金 32 ★60,954,000 損金不算入のもの 38  

 33   39  

計 (32)＋(33) 34 60,954,000 仮払税金消却 40  

取
崩
額 

法人税額等 
( 5 の③)＋(11の③)＋(16の③) 

35 ★43,200,000 計 (35)＋(36)＋(37)＋(38)＋(39)＋(40) 41 54,900,000

事業税 (20の③) 36 11,700,000 期末納税充当金 (31)＋(34)－(41) 42 36,554,000
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問６ Ｂ社の前期分の修正申告 

⑴ 修正申告に際し、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができるか。理由を示しつつ、答えなさい。 

【適用の有無及びその理由】☆ 

受取配当等の益金不算入の規定は、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金不算入額及びその明細を記載し

た書類の添付がある場合に限り、その記載金額を限度に適用する。」とされており、当初申告において申告要件を満た

していなくても、修正申告において申告要件を満たせば適用を受けることができる。 

 

⑵ 修正申告に際し、試験研究費の特別控除額につき、増額することができるか。理由を示しつつ、答えなさい。 

【増額の可否及びその理由】☆ 

試験研究費の特別控除の規定は、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に控除を受ける金額その他一定の金額及

びその明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用し、その確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費

の額等を基礎として計算した金額を限度とする。」とされており、当初申告における試験研究費の額等は、修正申告に

際し、変えることはできないが、法人税額が増加することにより、税額基準額が大きくなることによる特別控除額の変

動は生ずる可能性がある。 

 

⑶ 修正申告により納付すべき法人税額を、計算過程を示しつつ、算出しなさい。 

【納付すべき税額】★ 

      597,400 円

【計算過程】 

⑴ 受取配当等の益金不算入 

 ① 配当等の額 100,000 円 

 ② 控除負債利子 13,200 円 

 ③ {①－②}×50％＝43,400 円 ★ 

⑵ 所得税額控除 7,000 円  

⑶ 修正所得金額  

65,000,000＋3,000,000－43,400＋7,000＋147＝67,963,747 → 67,963,000 円（千円未満切捨） 

⑷ 法人税額 

  67,963,000×25.5％★＝17,330,565 円 

  甲社は期末資本金５億円以上の法人の 100％子法人であるため、軽減税率の適用なし。 

⑸ 試験研究費の特別控除 

① 支出基準額 50,000,000×10％＝5,000,000 円 ★ 

 ② 税額基準額 17,330,565×20％＝3,466,113 円 

 ③ ①＞② ∴3,466,113 円 

⑹ 差引所得に対する法人税額 

  17,330,565－3,466,113－7,000＝13,857,452 → 13,857,000 円（百円未満切捨） 

⑺ 修正申告により納付すべき税額 

  13,857,400－(8,500,000＋4,760,000)（前期の年税額）＝597,400 円 
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問題 

11 
 

 
個別問題形式（別表五㈡、別表十四㈡、別表十五） 

得点記入欄 

 

／50点

 

問 1  株主対策 

⑴ 甲社が相対取引で前期末現在発行済株式800,000株のうち80,000株の自己株式を１株当たり5,600円で取得

して、実質的に発行済株式数を減らす方法 

【税務上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

資 本 金 等 の 額 80,000,000 現 金 224,000,000 

利 益 積 立 金 額 144,000,000   

    

【計算過程】 

１．資本金等の額の減少額 

 （500,000,000＋300,000,000）×
80,000

800,000
＝80,000,000円 ★ 

２．利益積立金額の減少額 

  2,800×80,000－80,000,000＝144,000,000円 

 

 

 

⑵  甲社株式1,000株につき、甲社が有している乙社株式１株の割合で現物分配する方法（800株の現物分配を

予定。乙社株式１株当たりの時価400,000円、帳簿価額300,000円） 

【税務上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

利 益 積 立 金 額 160,000,000 乙 社 株 式 120,000,000 

  乙 社 株 式 譲 渡 益 40,000,000 

    

【計算過程】 

１．乙社株式の簿価 

  150,000×800＝120,000,000円 

２．譲渡益 

  200,000×800－120,000,000＝40,000,000円 ★ 
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⑶  甲社が当期の６月に利益剰余金とともに資本剰余金を原資として配当する方法（甲社株式1,000株につき

400,000円で総額320,000,000円の配当とし、利益剰余金を220,000,000円、資本剰余金を100,000,000円の原

資とする予定。） 

【税務上の仕訳】★ 

借   方 貸   方 

項   目 金   額 項   目 金   額 

資 本 金 等 の 額 18,400,000 現 金 160,000,000 

利 益 積 立 金 額 141,600,000   

    

【計算過程】 

１．資本金等の額の減少額 

（500,000,000＋300,000,000）×※0.023＝18,400,000円 ★ 

※ 
50,000,000

5,920,000,000－3,885,820,000＋800,000,000－480,000,000－96,000,000
＝0.0221… → 0.023 

（小数点以下３位未満切上）

 

２．利益積立金額の減少額 

  160,000,000－18,400,000＝141,600,000円 
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問 ２  長期工事 

⑴ 本問の工事につき、工事進行基準により処理すべきか否かその理由を示して判定しなさい。 

Ａ工事 

① 工事進行基準により処理すべきか否か ★ 

工事進行基準により処理すべきでない。 

 

② 理 由 ★ 

  工事進行割合が次のとおり 20％未満であることから、長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の額は

ないものとすることができるため。 

  
200,000,000

1,600,000,000
＝12.5％ 

 

 

Ｂ工事 

① 工事進行基準により処理すべきか否か ★ 

工事進行基準により処理すべきでない。 

 

② 理 由 ★ 

 請負対価の額が 10 億円未満であることから、長期大規模工事に該当しないため。 

 

 

 

Ｃ工事 

① 工事進行基準により処理すべきか否か ★ 

工事進行基準により処理すべきである。 

 

② 理 由 ★ 

 次の要件をすべて満たし、長期大規模工事に該当することから、工事進行基準の強制適用とされるため。

(イ) 着手日から引渡日までの期間が１年以上 

(ロ) 請負対価の額が10億円以上 

(ハ) 契約において、請負対価の額の
１

２
以上が目的物の引渡期日から１年を経過する日後に支払われること

が定められていない。 

 

 

⑵ 本問の工事につき、当期において収益に計上すべき金額と費用に計上すべき金額を、計算過程を示しつつ、

算出しなさい。 

【収益に計上すべき金額と費用に計上すべき金額】 

収益に計上すべき金額 ★    759,000,000円

費用に計上すべき金額 ★    430,000,000円
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【計算過程】 

（収益に計上すべき金額） 

⑴ 前期に収益計上されるべき金額 

   1,500,000,000×
200,000,000

800,000,000
＝375,000,000 円 ★ 

⑵ 当期に収益計上されるべき金額 

   1,800,000,000×
630,000,000

1,000,000,000
－375,000,000＝759,000,000円 

 

（費用に計上すべき金額） 

⑴ 前期に収益計上されるべき金額 

   800,000,000×
200,000,000

800,000,000
＝200,000,000 円  

⑵ 当期に収益計上されるべき金額 

   1,000,000,000×
630,000,000

1,000,000,000
－200,000,000＝430,000,000円 

 

 

⑶ 本問の工事につき、当期末において一括評価金銭債権とされる金額はいくらか。計算過程を示しつつ答え

なさい。 

【一括評価金銭債権とされる金額】★ 

434,000,000円 

【計算過程】★ 

（375,000,000＋759,000,000）－700,000,000＝434,000,000円 
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問３ 「法人税、住民税及び事業税」及び租税公課 

⑴ 当期の「別表五㈡ 租税公課の納付状況等に関する明細書」を示しなさい。 

税目及び事業年度 

期首現在 
未納税額 当期発生税額

当期中の納付税額 
期末現在 
未納税額 

①＋②－③－④－⑤
充当金取崩し
による納付 

仮払経理に 
よる納付 

損金経理に 
よる納付 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

法
人
税
及
び
復
興
特
別
法
人
税

24.4.1～
25.3.31 

2 14,550,000  14,550,000   0

当
期
分 

中 間 3  13,800,000   ★13,800,000 0

確 定 4  19,320,000    19,320,000

計 5 14,550,000 33,120,000 14,550,000  13,800,000 19,320,000

道
府
県
民
税 

24.4.1～
25.3.31 7 825,000  ★  825,000   0

当
期
分 

利 子 割 8       

中 間 9  750,000 750,000 0

確 定 10  1,050,000    1,050,000

計 11 825,000 1,800,000 825,000  750,000 1,050,000

市
町
村
民
税 

24.4.1～
25.3.31 13 2,250,000 2,250,000   0

当
期
分 

中 間 14  2,175,000 2,175,000 0

確 定 15  2,850,000    2,850,000

計 16 2,250,000 5,025,000 2,250,000  2,175,000 2,850,000

事
業
税 

24.4.1～
25.3.31 

18  ★ 5,700,000 5,700,000   0

当 期 中 間 分 19  5,100,000  5,100,000 0

計 20  10,800,000 5,700,000  5,100,000 0

そ
の
他 

損金算入のもの  13,807,800   ★13,807,800 0

損金不算入のもの  53,400   ★  53,400 0

納税充当金の計算 

期首納税充当金 31 23,325,000

取 
 

 

崩 
 

 

額 

そ 

の 

他 

損金算入のもの 37  

繰 

入 

額 

損金の額に算入した納税充当金 32 ★  30,120,000 損金不算入のもの 38  

 33  39  

計 (32)＋(33) 34 30,120,000 仮払税金消却 40  

取
崩
額 

法人税額等(5の③)＋ (11の③ )＋ (16の③ ) 35 ★  17,625,000 計 (35)＋(36)＋(37)＋(38)＋(39)＋(40) 41 23,325,000

事業税 (20の③) 36 5,700,000 期末納税充当金 (31)＋(34)－(41) 42 30,120,000
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⑵ 当期の「別表四 所得の金額に関する明細書」を示しなさい。 

【別表四 所得の金額の計算に関する明細書】 

区   分 総 額 留 保 社外流出 

加 

算 

損金計上法人税  13,800,000 13,800,000  

損金計上住民税  2,925,000 2,925,000  

損金計上納税充当金  30,120,000 30,120,000  

損金計上附帯税等  23,400 その他 ★     23,400

損金計上罰金等  30,000 その他 ★     30,000

   

減 

算 

納税充当金支出事業税等  5,700,000 ★     5,700,000  

      

 

問４ 貸倒引当金 

⑴ 本問における貸倒損失額を、理由を示しつつ、算定しなさい。 

【貸倒損失額】★ 

4,000,000円 

【理由】★ 

Ｆ社に対する売掛金のうち2,000,000円については、Ｆ社が更生計画認可の決定を受け、その決定による切捨て

とされ、法律上、債権が消滅しているため、貸倒損失として認識する。また、Ｇ社に対する貸付金のうち

2,000,000円については、債権者集会の合理的な基準による協議決定により、切捨ての決議がされ、法律上、債

権が消滅しているため、貸倒損失として認識する。 

 

 

⑵ 当期の個別評価金銭債権に係る繰入限度額の合計額を、計算過程及びその理由を示しつつ、算定しな

さい。 

【繰入限度額の合計額】★ 

4,500,000円 

【計算過程及びその理由】 

Ｄ社繰入限度額 (20,000,000－※１4,000,000)×※２50％×※3
２

４
＝4,000,000円 ★ 

Ｆ社繰入限度額 ※４1,000,000×※3
２

４
＝500,000円 

※１ 形式基準の計算で第三者受取手形は、取立て等の見込みがあると認められる金額のため、除かれる。★ 

※２ 形式基準の計算は、個別評価金銭債権の額から取立て等の見込みがあると認められる金額を除いた金額

の50％を乗じた金額が中小法人における繰入限度額とされる。 

※３ 中小法人以外の繰入限度額は、経過措置により、中小法人の４分の２相当額とされる。 

※４ 長期棚上げの場合の繰入限度額は、事由が生じた事業年度の翌事業年度開始の日から５年を経過する日

までの弁済予定額以外の金額が繰入限度額とされる。★ 
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⑶ 当期の一括評価金銭債権に係る繰入限度額を、計算過程及びその理由を示しつつ、算定しなさい。 

【繰入限度額】★ 

6,171,126円 

【計算過程及びその理由】 

⑴ 期末一括評価金銭債権 

881,260,000＋73,000,000＋15,000,000－※１20,000,000＋290,721,000－※１3,000,000＋151,789,000 

－※１2,000,000＝1,386,770,000円 

⑵ 貸倒実績率 ★ 

24,740,000×
12

36
 

2,810,894,000÷３
＝0.008801… → 0.0089（小数点以下４位未満切上） 

⑶ 繰入限度額 

1,386,770,000×0.0089×
２

４
＝6,171,126円 

※１ 個別評価金銭債権の金額及び貸倒損失の損金算入額は除かれる。★ 

※２ 中小法人以外の繰入限度額は、経過措置により、中小法人の４分の２相当額とされる。 
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問５ 交際費等及び寄附金 

⑴ 当期の｢別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書｣を示しなさい。なお、｢支出交際費等の額の明細｣

の科目欄は、〔資料５〕で示された項目の順になっている。 

支出交際費等の額 

( 7 の計) 
1 15,619,600 

損金算入限度額 

(⑴と⑵のうち少ない金額)

×100/100 

3 ０ 

定額控除限度額 

( 0 円又は 800 万円) 

× 12 /12 

2              ０ 
損金不算入額 

⑴－⑶ 
4 ★   15,619,600 

支 出 交 際 費 等 の 額 の 明 細 

科    目 
支出額 

交際費等の額から控

除 さ れ る 費 用 の 額 
差引交際費等の額 

5 6 7 

交際費(損益計算書) 8,553,200  8,553,200 

交際費(完成工事原価報告書) 11,287,400 7,800,000 ★     3,487,400 

福利厚生費(損益計算書) 8,930,000 5,401,000 ★     3,529,000 

旅費交通費(損益計算書) 32,867,710 32,867,710 ★         0 

寄附金(損益計算書) 6,280,000 6,280,000 0 

雑費(損益計算書) 798,000 748,000 ★       50,000 

    

    

    

計 68,716,310 53,096,710      15,619,600 
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⑵ 当期の｢別表十四㈡ 寄附金の損金算入に関する明細書｣を示しなさい。 

公 益 法 人 等 以 外 の 法 人 の 場 合 

一
般
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
計
算 

支
出
し
た
寄
附
金
の
額 

指定寄附金等の金額 1     500,000

特定公益増進法人等に対する寄附金額 2 ★     400,000

その他の寄附金額 3 ★    5,380,000

計 ⑴＋⑵＋⑶ 4 6,280,000

完全支配関係がある法人に対する寄附金額 5 0

計 ⑷＋⑸ 6 6,280,000

所得金額仮計 7 97,400,000

寄附金支出前所得金額 ⑹＋⑺ 8 103,680,000

同上の 2.5/100 相当額 9 2,592,000

期末の資本金等の額 10   800,000,000

同上の月数換算額 ⑽× 12 /12 11 800,000,000

同上の 2.5/1,000 相当額 12 2,000,000

一般寄附金の損金算入限度額(⑼＋⑿)× 1/4 13 ★    1,148,000

計
算 

別
損
金
算
入
限
度
額
の

に
対
す
る
寄
附
金
の
特

特
定
公
益
増
進
法
人
等

寄附金支出前所得金額の 6.25/100 相当額 

 ⑻× 6.25/100 
14 6,480,000

期末の資本金等の額の月数換算額の 3.75/1,000 相当額 

 ⑾× 3.75/1,000 
15 3,000,000

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額 

 (⒁＋⒂)× 1/2 
16 ★    4,740,000

特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入額(⑵と(⒁又は⒃)のうち少ない金額) 17 400,000

指定寄附金等の金額 ⑴ 18 500,000

国外関連者に対する寄附金額 19 0

⑷の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額 ⑷－⒆ 20 6,280,000

損
金
不
算
入
額 

同上のうち損金の額に算入されない金額 ⒇－(⑼又は⒀)－⒄－⒅ 21   4,232,000

国外関連者に対する寄附金額 ⒆ 22 0

完全支配関係がある法人に対する寄附金額 ⑸ 23 0

計 (21)＋(22)＋(23) 24 ★    4,232,000
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問６ 減価償却 

減価償却に関して、建物の償却限度額の計算上、２通りの算定方法があるが、その２通りの償却限度額を、

それぞれ、求め、有利な方法を選定しなさい。なお、計算過程も示しなさい。 

第一算定方法（原則）計算過程 

転用前 

10,000,000×0.042×
11

12
＝385,000 円 ★ 

 

転用後 

10,000,000×0.067×
１

12
＝55,833 円 

 

合計 

385,000＋55,833＝440,833 円 

 
償却限度額 ★       440,833 円

第二算定方法（特例）計算過程 

事業年度開始の日から転用後の耐用年数で償却限度額を計算できる。 

10,000,000×0.067＝670,000 円 

 

償却限度額 ★       670,000 円

有利な方 第二算定方法（特例）★      
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問題 

12 
 

 
別表四（処分欄あり）・別表一の作成 

得点記入欄 

 

／50点

 

計算の過程⑴                                            (単位：円) 

【資本関係に関する事項】 

（同族会社の判定） 

 

 

（特定同族会社の判定） 

 

 

（中小企業者の判定） 

【還付金等に関する事項】 

 

【貸倒引当金に関する事項】 
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計算の過程⑵                                            (単位：円) 

【買換え等に関する事項】 

 

 

【減価償却資産に関する事項】 
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計算の過程⑶                                            (単位：円) 

【内国法人からの配当金に関する事項】 
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計算の過程⑷                                            (単位：円) 

【試験研究費に関する事項】 
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計算の過程⑸                                            (単位：円) 

【寄附金等に関する事項】 

 

【交際費その他の費用に関する事項】 
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所得金額の計算⑴                                          (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

 当 期純利 益 

加

算 

 

 加 算 小 計 
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所得金額の計算⑵                                          (単位：円) 

 内    容 総   額 留   保 社 外 流 出 

減

算 

 

 減 算 小 計 

 仮    計 

  

 合 計 ・ 差引計 

  

 総 計 

 所 得 金 額 
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法人税額の計算                                           (単位：円) 

内   容 金   額 法人税額の計算又は検討過程 

所 得 金 額 

【法人税額の計算】 

 

 

 

 

 

【控除税額】 

 

法 人 税 額 

特 別 控 除 額 

差 引 法 人 税 額 

留保金に対する税額 

法 人 税 額 計 

控 除 税 額 

差引所得に対する法人税額 

中間申告分の法人税額 

差 引 確 定 法 人 税 額 
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